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仲介者・FAの手数料の整理（最低手数料等）

⚫ 仲介者・FAの手数料については、依頼者である中小企業にとって、手数料（特に成功報酬）の算
定方法の複雑さ、最低手数料の適用等の理由から、自己が負担する手数料を適切に把握するこ
とは必ずしも容易ではない。

⚫ 手数料については、レーマン方式によるものが多いが、「基準となる価額」については様々な考え方が
あり、採用される考え方によって報酬額が大きく変動し得ることから、「基準となる価額」の考え方・
金額の目安や報酬額の目安を確認しておくことが重要であるなど、留意点を明記。

⚫ また、最低手数料を設定する仲介者・FAは多く、手数料に関しレーマン方式と最低手数料を併記
し、最低手数料の分布や最低手数料が適用される事例を紹介（なお、本ガイドラインにおいて、仲介者・FA

は手数料に係る重要事項を仲介契約・FA契約締結前に、書面交付して説明しなければならない、としている【後掲】）。

中小企業向け

「乗じる割合」の一例

①譲渡額
＝株式価額等の譲渡額

②移動総資産額
＝譲渡額＋負債

③純資産額
＝資産－負債

レーマン方式

「基準となる価額」に応じて変動する各階層の「乗じる割合」を、各階層の
「基準となる価額」に該当する各部分にそれぞれ乗じた金額を合算して、報酬
を算定する手法。

基準となる価額 報酬率

５億以下 ５％

５億超～10億円以下 ４％

10億超～50億円以下 ３％

50億超～100億円以下 ２％

100億超 １％

「基準となる価額」の一例

例）譲渡額５000万円の株式譲渡

・着手金・月額報酬・中間金：なし
・成功報酬：レーマン方式（基準：譲渡
額、最低手数料：1000万円（税抜））

◎手数料
・着手金・月額報酬・中間金：０円
・成功報酬：5000万円×５％
×110％＝275万円（税込）
・最低手数料：１000万円×110％
＝1100万円（税込）
⇒手数料総額：1100万円（税込）

※譲渡額から手数料総額を控除した金額
は3900万円となる。

登録M＆A支援機関における
最低手数料の分布

最低手数料が適用される例
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3000万円

2500万円

2000万円

1500万円

1100万円

1000万円

500万円超1000万円未満

500万円

300万円超500万円未満

300万円

200万円超300万円未満

200万円

100万円超200万円未満

100万円

100万円未満


